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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目的物品情報を推薦するための方法であって、
　第１のユーザによって選択された複数の候補物品に関する情報を含む目的物品情報推薦
要求を受信し、
　前記複数の候補物品に関する選択履歴情報を決定し、前記選択履歴情報は、各候補物品
が選択されて過去の目的物品情報推薦要求がサーバに送信された過去の回数に対応する履
歴カウント数、および、各候補物品が過去の目的物品情報推薦要求から第２のユーザによ
って目的物品として選択された回数に対応する選択カウント数を含み、
　前記候補物品の選択履歴情報の一部または全部をクライアントに送信することであって
、
　　前記複数の候補物品の前記選択カウント数および前記履歴カウント数に基づいて前記
複数の候補物品についての支持率を計算し、
　　前記複数の候補物品の前記支持率をランク付け、
　　ランク付けられた前記支持率に基づいて１つ以上の候補物品を選択し、
　　選択された前記１つ以上の候補物品を前記クライアントに送信することを含む、前記
候補物品の選択履歴情報の一部または全部をクライアントに送信すること、
を備える、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記選択履歴情報は、前記候補物品に関する前記第２
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のユーザによる評価情報を含む、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記目的物品情報推薦要求は、推奨時間範囲パラメータを含み、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定することは、
　　前記推奨時間範囲パラメータに対応する時間範囲を決定し、
　　前記時間範囲内の前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定すること、
を備える、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、前記目的物品情報推薦要求は、第１のユーザ情報を含
み、
　前記方法は、さらに、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定する前に、
　前記第１のユーザ情報に基づいて、ユーザデータベース内で前記第１のユーザのランク
をルックアップし、
　前記第１のユーザの前記ランクが、設定されたランク制限条件を満たすか否かを評価し
、
　前記第１のユーザの前記ランクが、設定された前記ランク制限条件を満たす場合に、前
記第１のユーザの前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報の決定を実行すること、
を備える、方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法であって、前記目的物品情報推薦要求は、前記複数の候補物品に
関する属性情報を含み、
　前記方法は、さらに、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定する前に、前記複数の候補物品の
属性が、１セットの事前設定された属性基準に属するか否かを判定することを備え、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定することは、前記複数の候補物品
の内、前記１セットの事前設定された属性基準に属する前記候補物品に関する前記選択履
歴情報を決定することを含む、方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法は、さらに、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定する前に、
　候補物品の情報に基づいて、前記複数の候補物品の属性情報を決定し、
　前記複数の候補物品に関する前記属性情報に基づいて、前記複数の候補物品の中で同じ
属性を有する候補物品をグループ化し、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定した後に、各グループの候補物品
に関する前記支持率をグループ分けに従って送り返すこと、
を備える、方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法は、さらに、
　前記複数の候補物品の中で同じ属性を有する候補物品をグループ化した後に、
　各グループ内の前記複数の候補物品の類似度を決定し、
　各グループ内の前記複数の候補物品の前記類似度に基づいて、各グループ内の前記複数
の候補物品を下位グループに分割し、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定した後に、前記下位グループの内
の各グループの候補物品に関する前記支持率をクライアントに送り返すこと、
を備える、方法。
【請求項８】
　請求項６に記載の方法であって、前記複数の候補物品の少なくとも１つに関する前記支
持率をクライアントに送信すること、
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　候補物品が所定の閾値よりも高い支持率を有するか否かを判定し、
　前記所定の閾値よりも高い支持率を有する前記候補物品の内の１または複数に関する前
記支持率をクライアントに送信すること、
を含む、方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記目的物品情報推薦要求は、前記複数の候補物品のリンクアドレスを含み、
　前記方法は、さらに、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定する前に、候補物品のリンクアド
レスが有効であるか否かを判定することを備え、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定することは、有効なリンクアドレ
スを持つ候補物品に関する前記選択履歴情報を決定することを備える、方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法であって、前記目的物品情報推薦要求は、前記複数の候補物品に
関する情報を含み、
　前記方法は、さらに、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定する前に、
　前記候補物品の情報に基づいて、前記候補物品の物品供給に関する情報を決定し、
　前記候補物品の情報に基づいて、前記複数の候補物品の内の任意の候補物品の前記物品
供給が、事前設定された基準を満たすか否かを判定すること、
を備え、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定することは、物品供給が設定され
た基準を満たす候補物品に関する前記選択履歴情報を決定することを備える、方法。
【請求項１１】
　請求項６に記載の方法は、さらに、
　前記複数の候補物品の少なくとも１つに関する前記支持率をクライアントに送信した後
に、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報に従って、前記複数の候補物品の中から
前記第１のユーザによって選択された前記目的物品を記録し、
　前記第１のユーザによってこの時になされた選択を前記目的物品に関する選択履歴情報
の１つと見なすこと、
を備える、方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法は、さらに、
　前記第１のユーザによって選択された前記複数の候補物品に関する前記情報を含む目的
物品情報推薦要求を受信した後に、
　前記サーバの第３のユーザを決定し、
　前記第１のユーザの候補物品に関する目的物品情報推薦を行うことを前記第３のユーザ
に依頼するために、参加要求を前記第３のユーザに発行し、
　前記第１のユーザの前記候補物品に関する前記第３のユーザの推薦情報を記録し、
　前記候補物品に関する前記第３のユーザの前記推薦情報を前記候補物品に関する選択履
歴情報の１つと見なすこと、
を備える、方法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法は、さらに、
　前記第１のユーザの前記候補物品に関する目的物品情報推薦を行うことを第４のユーザ
に依頼するために、依頼情報を前記第４のユーザに送信し、
　前記第１のユーザの前記候補物品に関する前記第４のユーザの推薦情報を記録し、
　前記候補物品に関する前記第４のユーザの前記推薦情報を前記候補物品の支持情報と見
なすこと、
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を備える、方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法であって、前記第４のユーザは、前記候補物品に関係のあるユ
ーザであり、前記複数の候補物品の少なくとも１つを前記目的物品として選択したユーザ
である、方法。
【請求項１５】
　目的物品情報を推薦するための方法であって、
　第１のユーザによって選択された複数の候補物品に関する情報を受信し、
　選択された情報に基づいて、前記第１のユーザによって選択された前記複数の候補物品
に関する情報を含む目的物品情報推薦要求を生成し、
　前記目的物品情報推薦要求に基づいて前記複数の候補物品に関する選択履歴情報を決定
するよう構成されたサーバに前記目的物品情報推薦要求を送信し、前記選択履歴情報は、
前記複数の候補物品が選択されて目的物品情報推薦要求がサーバに送信された過去の回数
に対応する履歴カウント数、および、前記複数の候補物品が過去の目的物品情報推薦要求
から第２のユーザによって目的物品として選択された回数に対応する選択カウント数を含
み、
　前記サーバによって送信された前記候補物品の選択履歴情報の少なくともいくつかを受
信することであって、
　　前記候補物品の少なくともいくつかの前記選択カウント数および前記履歴カウント数
に基づいて前記候補物品の少なくともいくつかについての支持率を計算し、
　　前記候補物品の少なくともいくつかの前記支持率をランク付け、
　　ランク付けられた前記支持率に基づいて１つ以上の候補物品を選択すること、を含む
前記サーバによって送信された前記候補物品の選択履歴情報の少なくともいくつかを受信
すること、
を備える、方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の方法であって、
　前記第１のユーザによって選択された前記複数の候補物品に関する前記情報を受信する
ことは、
　ブックマークフォルダまたは閲覧履歴記録を通して前記第１のユーザによって選択され
た候補物品を受信することを含み、前記受信された情報は、前記候補物品の情報を含み、
　前記目的物品情報推薦要求は、前記第１のユーザによって選択された前記複数の候補物
品に関する情報を含む、方法。
【請求項１７】
　請求項１５に記載の方法であって、
　前記複数の候補物品に関して前記第１のユーザによって選択された情報を受信すること
は、リンクアドレスを通して前記第１のユーザによって選択された候補物品を受信するこ
とを含み、前記受信された情報は、前記候補物品に関する前記リンクアドレスを含み、
　前記目的物品情報推薦要求は、前記第１のユーザによって選択された前記複数の候補物
品の前記リンクアドレスを含む、方法。
【請求項１８】
　請求項１５に記載の方法であって、前記支持率は、前記過去の回数および前記選択回数
を参照して前記候補物品から得られた少なくとも１つの候補物品の支持情報である、方法
。
【請求項１９】
　目的物品情報を推薦するためのサーバであって、
　少なくとも１つのプロセッサであって、
　　第１のユーザによって選択された複数の候補物品に関する情報を含む目的物品情報推
薦要求を受信し、
　　前記複数の候補物品に関する選択履歴情報を決定し、前記選択履歴情報は、各候補物
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品が選択されて過去の目的物品情報推薦要求がサーバに送信された過去の回数に対応する
履歴カウント数、および、各候補物品が過去の目的物品情報推薦要求から第２のユーザに
よって目的物品として選択された回数に対応する選択カウント数を含み、
　　前記候補物品の選択履歴情報の一部または全部をクライアントに送信することであっ
て、
　　　前記複数の候補物品の前記選択カウント数および前記履歴カウント数に基づいて前
記複数の候補物品についての支持率を計算し、
　　　前記複数の候補物品の前記支持率をランク付け、
　　　ランク付けられた前記支持率に基づいて１つ以上の候補物品を選択し、
　　　選択された前記１つ以上の候補物品を前記クライアントに送信することを含む、前
記候補物品の選択履歴情報の一部または全部をクライアントに送信するように構成されて
いる、少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに接続され、前記少なくとも１つのプロセッサに命令
を提供するように構成されているメモリと、
を備える、サーバ。
【請求項２０】
　目的物品情報を推薦するためのクライアントであって、
　少なくとも１つのプロセッサであって、
　　第１のユーザによって選択された複数の候補物品に関する情報を受信し、
　　選択された情報に基づいて、前記第１のユーザによって選択された前記複数の候補物
品に関する情報を含む目的物品情報推薦要求を生成し、
　　サーバが前記目的物品情報推薦要求に基づいて前記複数の候補物品に関する選択履歴
情報を決定するように、前記目的物品情報推薦要求を前記サーバに送信し、前記選択履歴
情報は、前記複数の候補物品が選択されて過去の目的物品情報推薦要求がサーバに送信さ
れた過去の回数に対応する履歴カウント数、および、前記複数の候補物品が過去の目的物
品情報推薦要求から第２のユーザによって目的物品として選択された回数に対応する選択
カウント数を含み、
　　前記サーバによって送信された前記候補物品の選択履歴情報の少なくともいくつかを
受信することであって、
　　前記候補物品の少なくともいくつかの前記選択カウント数および前記履歴カウント数
に基づいて前記候補物品の少なくともいくつかについての支持率を計算し、
　　前記候補物品の少なくともいくつかの前記支持率をランク付け、
　　ランク付けられた前記支持率に基づいて１つ以上の候補物品を選択すること、を含む
前記サーバによって送信された前記候補物品の選択履歴情報の少なくともいくつかを受信
すること、することであって、
　　　前記候補物品の少なくとも一部の前記選択カウント数および前記履歴カウント数に
基づいて前記候補物品の少なくとも一部についての支持率を計算し、
　　　前記候補物品の少なくとも一部の前記支持率をランク付け、
　　　ランク付けられた前記支持率に基づいて１つ以上の候補物品を選択すること、を含
む前記サーバによって送信された前記候補物品の選択履歴情報の少なくともいくつかを受
信するように構成されている、少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに接続され、前記少なくとも１つのプロセッサに命令
を提供するように構成されているメモリと、
を備える、クライアント。
【請求項２１】
　目的物品情報を推薦するためのコンピュータプログラムであって、
　第１のユーザによって選択された複数の候補物品に関する情報を含む目的物品情報推薦
要求を受信するための機能と、
　前記複数の候補物品に関する選択履歴情報を決定するための機能と、前記選択履歴情報
は、各候補物品が選択されて過去の目的物品情報推薦要求がサーバに送信された過去の回
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数に対応する履歴カウント数、および、各候補物品が過去の目的物品情報推薦要求から第
２のユーザによって目的物品として選択された回数に対応する選択カウント数を含み、
　前記候補物品の履歴選択情報の一部または全部をクライアントに送信するための機能で
あって、
　　前記複数の候補物品の前記選択カウント数および前記履歴カウント数に基づいて前記
複数の候補物品についての支持率を計算し、
　　前記複数の候補物品の前記支持率をランク付け、
　　ランク付けられた前記支持率に基づいて１つ以上の候補物品を選択し、
　　選択された前記１つ以上の候補物品を前記クライアントに送信することを含む、前記
候補物品の選択履歴情報の一部または全部をクライアントに送信することを含む、前記候
補物品の履歴選択情報の一部または全部をクライアントに送信するための機能をコンピュ
ータによって実現させる、コンピュータプログラム。
【請求項２２】
　目的物品情報を推薦するためのコンピュータプログラムであって、
　第１のユーザによって選択された複数の候補物品に関する情報を受信するための機能と
、
　選択された情報に基づいて、前記第１のユーザによって選択された前記複数の候補物品
に関する情報を含む目的物品情報推薦要求を生成するための機能と、
　サーバが前記目的物品推薦要求に基づいて前記複数の候補物品に関する選択履歴情報を
決定するように、前記目的物品情報推薦要求を前記サーバに送信するための機能と、前記
選択履歴情報は、前記複数の候補物品が選択されて過去の目的物品情報推薦要求がサーバ
に送信された過去の回数に対応する履歴カウント数、および、前記複数の候補物品が過去
の目的物品情報推薦要求から第２のユーザによって目的物品として選択された回数に対応
する選択カウント数を含み、
　前記サーバによって送信された前記候補物品の選択履歴情報の少なくともいくつかを受
信するための機能であって、
　　前記候補物品の少なくともいくつかの前記選択カウント数および前記履歴カウント数
に基づいて前記候補物品の少なくともいくつかについての支持率を計算し、
　　前記候補物品の少なくともいくつかの前記支持率をランク付け、
　　ランク付けられた前記支持率に基づいて１つ以上の候補物品を選択すること、を含む
前記サーバによって送信された前記候補物品の選択履歴情報の少なくともいくつかを受信
するための機能、をコンピュータによって実現させるコンピュータプログラム。
【請求項２３】
　請求項１に記載の方法において、前記ランク付けられた支持率に基づく前記１つ以上の
候補物品の選択は、上位Ｎ番目（Ｎは自然数）までの高支持率を有する前記１つ以上の候
補物品に基づいてＮ個の候補物品を選択することを含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
他の出願の相互参照
　本願は、すべての目的のために参照により本明細書に組み込まれる、２０１２年１１月
２０日に出願された発明の名称を「ＴＡＲＧＥＴ　ＯＢＪＥＣＴ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯ
Ｎ　ＲＥＣＯＭＭＥＮＤＩＮＧ　ＭＥＴＨＯＤ，ＳＥＲＶＥＲ，ＡＮＤ　ＣＬＩＥＮＴ（
目的物品情報を推薦するための方法、サーバおよびクライアント）」とする中国特許出願
第２０１２１０４７０２０６．１号に基づく優先権を主張する。
【０００２】
　本願は、目的物品情報を推薦するための方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　インターネットアプリケーションが、個人および企業に普及してきた。最近、多くのタ
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イプのインターネットビジネスサービスがあり、主に様々なインターネットサーバ上に展
開されている。例えば、人気のある取引タイプのウェブサイトで、ネットワークサーバが
、様々な種類の取引サービスを一般大衆に提供している。取引サービスは、物理的実体の
取引サービス、情報取引サービスなどを含む。他のユーザが選択できるようにウェブサイ
トがウェブページに提供できる商取引物品に関する説明情報をユーザに表示させることが
、かかるウェブサイト上でビジネスサービスが実施される一例である。例えば、商取引物
品が物理的実体である場合、ウェブページに表示される説明情報は、商取引物品の名称、
利用法、および、価格と共に、画像を含む。別の例において、商取引物品が情報である場
合、ウェブページに表示される説明情報は、情報の要旨またはキーフレーズである。ウェ
ブサイトがウェブページ上で提供できる商取引物品に関する説明情報が、ウェブページに
表示された商取引物品を閲覧することによって表示された後、他のユーザは、次のビジネ
スサービスを実行するために自身が用いる物品を選択できる。例えば、商取引物品を取得
するために、要求がサーバに送信される。ウェブサイトサーバは、確立された処理方法に
従って、物品を取得する。複数のかかる確立された処理方法が存在しうる。例えば、ユー
ザは、ログインを要求するか、または、物品に対して特定の料金の支払いを要求する。
【０００４】
　現在は、ユーザがウェブページ上に表示された商取引物品を選択する時、ユーザの選択
は、主に、選択される商取引物品に関する説明情報に基づいてなされる。例えば、ユーザ
は、ウェブページ上に表示された物品に関する名称、目的、画像、および、その他のかか
る情報を見ることにより、商取引物品がユーザの条件と一致するか否かを判断する。実際
の応用例では、大量の商取引物品が、インターネット上に存在する。通例、各商取引物品
についての説明情報は、商取引物品の簡単な説明である。しばしば、商取引物品の説明情
報に基づいて商取引物品を完全に理解することは、ユーザにとって非常に困難である。例
えば、商取引物品をまだ実際に取得していないユーザにとって、ウェブページに記述され
た商取引物品が動作上の欠陥を有するか否か、商取引物品の画像が本物であるか否か、説
明情報が正確か否か、などを判断することは非常に困難である。誤った説明情報が商取引
物品に追加されている場合に適切な商取引物品を選択することは、ユーザにとって特に困
難である。
【０００５】
　いくつかの従来のインターネットアプリケーションにおいて、第１のユーザが、商取引
物品を閲覧している間に、商取引物品に購入する価値があるか否かを判断するための助言
を得ようと、第１のユーザによって閲覧された商取引物品を理解している可能性のある第
２のユーザとの接続を確立する。例えば、第１のユーザは、第１のユーザの友達である第
２のユーザに、第１のユーザが購入したい商取引物品（例えば、商品）についての第２の
ユーザの意見がどうであるか聞くことができる。
【０００６】
　上述の制限のいくつかは、１）第２のユーザが、第１のユーザによって閲覧された商取
引物品を実際には理解していない場合がある。したがって、第２のユーザから得られる商
取引物品を説明する確認情報が、正確でないことがある。２）かかる通信モードは、的外
れであり、サーバおよびネットワークのリソースを浪費しうる。３）第２のユーザが閲覧
された商取引物品を理解していることを第１のユーザが知っていても、第２のユーザがオ
ンラインではない場合がある。この場合、第１のユーザは、第２のユーザとの接続をすぐ
に構築して回答を得ることができないため、商取引物品を確認する情報を得ることができ
ない。これは非効率的である。４）第１のユーザが第２のユーザとの通信接続を確立する
ことができても、得られた確認情報が、非常に限られている場合がある。誤った説明情報
が商取引物品の提供者によって提供される可能性が非常に高く、確認情報は、商取引物品
に対応する説明情報の正確さを反映できない。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　以下の詳細な説明と添付の図面において、本発明の様々な実施形態を開示する。
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【０００８】
　本願の技術的解決法のより明確な説明を提供するために、実施形態または従来技術の説
明に必要な図面について、以下で簡単に説明する。明らかに、以下で説明する図面は、本
発明のいくつかの例にすぎない。当業者であれば、創造的努力を費やすことなしに、これ
らの図面に基づいて他の図面を得ることができる。
【０００９】
【図１】目的物品情報を推薦するためのシステムの一実施形態を示す構造図。
【００１０】
【図２】目的物品情報を推薦するための方法の一実施形態を示すフローチャート。
【００１１】
【図３】目的物品情報を推薦するためのシステムの一例を示す構造図。
【００１２】
【図４】目的物品情報を推薦するためのシステムにおけるクライアントブラウザ表示状態
の一例を示す概略図。
【００１３】
【図５】目的物品情報を推薦するための方法の別の実施形態を示すフローチャート。
【００１４】
【図６Ａ】目的物品情報を推薦するための方法のさらに別の実施形態を示すフローチャー
ト。
【００１５】
【図６Ｂ】目的物品情報を推薦するための方法のさらに別の実施形態を示すフローチャー
ト。
【００１６】
【図７】目的物品情報を推薦するための方法のさらに別の実施形態を示すフローチャート
。
【００１７】
【図８】目的物品情報を推薦するための方法のさらに別の実施形態を示すフローチャート
。
【００１８】
【図９】目的物品情報を推薦するための方法のさらに別の実施形態を示すフローチャート
。
【００１９】
【図１０】目的物品情報を推薦するためのサーバの一実施形態を示す構造図。
【００２０】
【図１１】目的物品情報を推薦するためのクライアントの一実施形態を示す構造図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明は、処理、装置、システム、物質の組成、コンピュータ読み取り可能な格納媒体
上に具現化されたコンピュータプログラム製品、および／または、プロセッサ（プロセッ
サに接続されたメモリに格納および／またはそのメモリによって提供される命令を実行す
るよう構成されたプロセッサ）を含め、様々な形態で実装されうる。本明細書では、これ
らの実装または本発明が取りうる任意の他の形態を、技術と呼ぶ。一般に、開示された処
理の工程の順序は、本発明の範囲内で変更されてもよい。特に言及しない限り、タスクを
実行するよう構成されるものとして記載されたプロセッサまたはメモリなどの構成要素は
、ある時間にタスクを実行するよう一時的に構成された一般的な構成要素として、または
、タスクを実行するよう製造された特定の構成要素として実装されてよい。本明細書では
、「プロセッサ」という用語は、１または複数のデバイス、回路、および／または、コン
ピュータプログラム命令などのデータを処理するよう構成された処理コアを指すものとす
る。
【００２２】
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　以下では、本発明の原理を示す図面を参照しつつ、本発明の１または複数の実施形態の
詳細な説明を行う。本発明は、かかる実施形態に関連して説明されているが、どの実施形
態にも限定されない。本発明の範囲は、特許請求の範囲によってのみ限定されるものであ
り、多くの代替物、変形物、および、等価物を含む。以下の説明では、本発明の完全な理
解を提供するために、多くの具体的な詳細事項が記載されている。これらの詳細事項は、
例示を目的としたものであり、本発明は、これらの具体的な詳細事項の一部または全てが
なくとも特許請求の範囲に従って実施可能である。簡単のために、本発明に関連する技術
分野で周知の技術要素については、本発明が必要以上にわかりにくくならないように、詳
細には説明していない。
【００２３】
　本願は、目的物品情報を推薦するための方法およびシステムの実施形態を提供する。方
法およびシステムは、ユーザがウェブページ上の商取引物品を閲覧するための処理に適用
できる。本願によって提供される目的物品情報推薦のための方法およびシステムは、様々
な種類のインターネットビジネスウェブサイトに適用できる。
【００２４】
　図１は、目的物品情報を推薦するためのシステムの一実施形態を示す構造図である。い
くつかの実施形態において、システム１００は、ネットワーク１３０を介して複数のクラ
イアント１２０に接続されたサーバ１１０を含む。クライアント１２０は、コンピュータ
、スマートフォン、タブレットコンピュータ、および、その他のかかるハードウェアを含
むが、それらに限定されない。ウェブページおよびアプリケーションは、かかるハードウ
ェアによって提供される。クライアント１２０の１または複数のオペレータは、１または
複数のオンラインユーザである。
【００２５】
　図２は、目的物品情報を推薦するための方法の一実施形態を示すフローチャートである
。いくつかの実施形態において、方法２００は、図１のサーバ１１０によって実施され、
以下の工程を備える。
【００２６】
　工程２１０では、サーバは、目的物品情報推薦要求を受信する。いくつかの実施形態に
おいて、要求は、第１のユーザによって選択された複数の候補物品（選考物品）に関する
情報を含む。
【００２７】
　一例として、第１のユーザは、ブラウザなどのクライアントを通してウェブサイトを訪
問し、対応するウェブページに表示された商取引物品を閲覧し、商取引物品を選択して最
終目的物品として確定する。例えば、ウェブサイトの対応するウェブページに表示された
商品が、商取引物品である。商取引物品の例は、物理的な商品、仮想的な商品、有益な情
報などである。最終目的物品は、対応するウェブページ上で商取引物品を閲覧して商取引
物品を選択することによって確定される。
【００２８】
　多くの商取引物品が存在し、ウェブページ上に表示される商取引物品に関する情報が限
られているので、いくつかの実施形態において、第１のユーザは、商取引物品に関する情
報が限られていることから、多くの商取引物品を閲覧する間に最終目的物品を選択するの
は困難だと感じる。したがって、いくつかの実施形態において、第１のユーザは、ウェブ
ページ上に表示された商取引物品に基づいて、候補物品（ｓｈｏｒｔ－ｌｉｓｔｅｄ　ｏ
ｂｊｅｃｔ）（例えば、ショッピングカートに入れられた物品）として複数の商取引物品
を選択する。
【００２９】
　第１のユーザがクライアント上で複数の候補物品を選択し、クライアントが目的物品推
薦要求を生成した後、クライアントは、商取引物品を表示するサーバに目的物品情報推薦
要求を送信する。いくつかの実施形態において、目的物品情報推薦要求は、第１のユーザ
によって選択された候補物品に関する情報を含む。選択された候補物品に関する情報の例
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は、候補物品の属するカテゴリ、候補物品の名称、商品番号、商品ＩＤ、および、その他
のかかる情報、の内の１または複数を含む。
【００３０】
　図３は、目的物品情報を推薦するためのシステムの一例を示す構造図である。システム
３００は、オンラインショッピングプラットフォーム（例えば、Ｔａｏｂａｏ、Ｔｍａｌ
ｌなど）として機能するサーバ３１０を含む。ユーザは、クライアント３３０を通してウ
ェブサイトにログオンし、ネットワーク３２０を介して商業プラットフォームのサーバ３
１０を訪問する。ユーザデータベース３５０および物品情報データベース３４０が、ネッ
トワーク３２０を介してサーバ３１０およびクライアント３３０に接続されている。ユー
ザは、サーバ３１０で示された商品から購入したい商品を選択する。
【００３１】
　図４は、目的物品情報を推薦するためのシステムにおけるクライアントブラウザ表示状
態の一例を示す概略図である。いくつかの実施形態において、クライアントブラウザ表示
状態は、図３のクライアント３３０上で実施される。第１のユーザに対応するユーザＡが
ユーザのクライアント３３０のウェブページを通して電子商取引プラットフォームにログ
オンした後、第１のユーザは、商業プラットフォームのサーバ３１０によって提供された
商品から選択を行う。ユーザＡは、同じタイプの商品について複数の候補物品を決定する
と、最終的に購入する商品として候補物品の内の１または複数を選択し、注文する。すべ
ての候補物品を提示されると、ユーザＡは、多くの選択肢に直面する。したがって、ユー
ザＡは、候補物品である商品の情報推薦をサーバ３１０に提供してもらいたいと思う。
【００３２】
　例えば、商業プラットフォームのサーバ３１０は、多くのユーザから推薦を募るアプリ
ケーションを提供する。ユーザＡは、Ｔａｏｂａｏウェブサイトを閲覧した後、ショルダ
ーバッグを購入したいと思う。Ｔａｏｂａｏウェブサイトを閲覧した後、ユーザＡは、候
補商品として６または７つの商品を選択する。いくつかの実施形態において、候補商品は
、仮想ショッピングカートまたはウィッシュリストに入れられる。しかしながら、ユーザ
Ａは、候補商品の中から選ぶことが非常に難しいとわかる。したがって、ユーザは、クラ
イアント３３０のブラウザで「Ｍｙ　Ｔａｏｂａｏ」インターフェースなどのアプリケー
ションを選択する。アプリケーションを選択した後、ユーザは、情報推薦アプリケーショ
ン要求を送信する。要求サーバ３１０は、ユーザＡが選択した候補商品の情報推薦を提示
する。例えば、まず、ユーザは、推薦を必要とする商品を選択し、選択した商品を候補物
品とする。情報推薦される商品を選択する時、ユーザＡは、ブラウザの記録から閲覧済み
の商品を選択する、ブックマークフォルダからブックマーク済みの商品または購入記録か
ら選択済みの商品を選択する、もしくは、プロンプトフィールドに商品リンクを直接入力
する。上記の手段を通して、ユーザは、さらなる情報推薦のために商品を選択する。
【００３３】
　例えば、図４に戻ると、４つの商品Ｘ、Ｙ、Ｚ、および、Ｑが存在する。ユーザＡは、
４つの商品Ｘ、Ｙ、Ｚ、および、Ｑに関する情報推薦をユーザＡに与えることによってユ
ーザＡを助けるよう複数のユーザに依頼することを、プラットフォームサーバ３１０に望
む。
【００３４】
　ユーザＡは、クライアント３３０のブラウザインターフェースを介して候補物品Ｘ、Ｙ
、Ｚ、および、Ｑを選択した後、クライアント３２０上のインターフェースコントロール
をクリックする。クライアント３２０は、目的物品情報推薦要求を送信する。
【００３５】
　図２に戻ると、工程２２０では、サーバは、複数の候補物品に関する選択履歴情報を決
定する。なお、選択履歴情報は、履歴カウント数、選択カウント数、または、それらの任
意の組み合わせを含む。いくつかの実施形態において、履歴カウント数は、複数の候補物
品の中の各候補物品が第２のユーザによって選択されて、目的物品情報推薦要求がサーバ
に送信された過去の回数である。いくつかの実施形態において、選択カウント数は、目的
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物品情報推薦要求（これらの数が履歴カウントである）の中の候補物品が第２のユーザに
よって目的物品として選択された回数である。本明細書で用いられているように、第１の
ユーザとは、ウェブページを閲覧して、目的物品を選択する準備をするユーザである。第
２のユーザは、以前に目的物品を選択したユーザである。
【００３６】
　一例として、サーバは、第１のユーザによって送信された目的物品情報推薦要求に含ま
れる候補物品に関する特徴情報（例えば、候補物品の属するカテゴリ、候補物品の名称、
商品番号、商品ＩＤなど）に基づいて、テーブルルックアップを実行する。換言すると、
サーバは、物品情報データベース３４０において候補物品に関連する選択履歴情報をルッ
クアップして確認する。
【００３７】
　いくつかの実施形態において、選択履歴情報は、第２のユーザが候補物品を選択した回
数および第２のユーザが最終目的物品を選択した回数を含んでおり、かかる情報は、これ
らの候補物品の１または複数に関する目的物品情報および／または情報確認行動の確認を
得るために第２のユーザによって以前にサーバに送信されたメッセージから引き出される
。しかしながら、履歴情報は、上記の２つのタイプの「回数」に限定されない。いくつか
の実施形態において、履歴情報は、候補物品に関する第２のユーザによる評価情報および
その他のかかる情報も含む。いくつかの実施形態において、目的物品情報の確認は、第２
のユーザが目的物品に購入の価値があるのを確認することに関する。いくつかの実施形態
において、情報確認行動は、複数のユーザの物品の中でどの物品に購入の価値があるのか
に関する。評価情報の例には、肯定的なレビュー、賛否両論のレビュー、否定的なレビュ
ーなどが含まれる。
【００３８】
　サーバは、物品情報データベース内で第１のユーザの各候補物品に対応する選択履歴情
報を決定する。例えば、選択履歴情報は、目的物品情報確認の送信に関与したすべての第
２のユーザによって各候補物品が候補物品として選択された回数と、この時に候補物品が
選択された回数の内、最終目的物品が第２のユーザによって選択された回数と、候補物品
に関する第２のユーザの評価情報とに関連する。
【００３９】
　したがって、いくつかの実施形態において、サーバは、オンラインカウントまたはオフ
ラインカウントに基づいて、候補物品に関する選択履歴情報を取得する。オンラインカウ
ントに基づいた選択履歴情報の取得では、ユーザがクライアントを通して目的物品情報推
薦要求を送信するたびに、サーバは、候補物品に関する選択履歴情報を決定する。オフラ
インカウントに基づいた選択履歴情報の取得では、サーバは、情報確認行動に関わるため
に各候補物品が選択された回数と、その候補物品が最終的な目的物品として選択された回
数とを自動的に保存する。サーバは、新たな第１のユーザによって送信された目的物品要
求を受信するたびに、物品情報データベースで目的物品に関するデータをルックアップす
る。
【００４０】
　選択履歴情報のエントリを生成するには多くの方法がある。例えば、サーバは、複数の
候補物品の内の１つが候補物品として第１のユーザまたは第２のユーザによって選択され
た回数を、選択履歴情報内の履歴カウント数と見なす。さらに、サーバは、第１のユーザ
または第２のユーザが最終的に１つの候補物品を最終目的物品として選択した回数を、候
補物品の選択カウント数としてカウントする。
【００４１】
　別の例において、第１のユーザは、複数の候補物品を選択した後に、自発的にＮ人（Ｎ
は２以上の整数）の第３のユーザを選択する。例えば、ソーシャルネットワーキング機能
をサポートするプラットフォーム上で、ユーザは、他のユーザを友達と見なし、ソーシャ
ルネットワーク接続を確立するために他のユーザへのリンク（例えば、「フォローする」
）を要求しうる。ソーシャルネットワーク接続は、サーバによって追跡される。したがっ
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て、第３のユーザは、第１のユーザの友達である可能性があり、すなわち、第１のユーザ
および第３のユーザは、ソーシャルネットワーク接続を介して互いにフォローしている。
第１のユーザは、クライアントを介して、選択した候補物品に関する選択情報をＮ人の第
３のユーザに送信する。Ｎ人の第３のユーザの各々は、それぞれが支持する１または複数
の候補物品を選択する。この時点で、候補物品は、Ｎ人の第３のユーザによって推薦され
、それは、履歴カウント数内でＮ回としてカウントされる。いくつかの実施形態において
、候補物品が第３のユーザによって推薦された回数は、選択履歴情報内の選択カウント数
に加算される。一例として、推薦は、候補物品の中で、それらの物品の一部または全部が
第３のユーザによって推薦されたことを示す。
【００４２】
　さらに別の例において、目的物品情報推薦要求を受信した後、サーバは、第３のユーザ
としての役割を果たすようにＮ人の登録ユーザをランダムに選択する。サーバは、第１の
ユーザによって選択された候補物品に関する選択情報をＮ人の第３のユーザに送信する。
各第３のユーザは、それぞれが支持する１または複数の候補物品を選択する。この時点で
、候補物品は、Ｎ人の第３のユーザに推薦され、それは、履歴カウント数内でＮ回として
カウントされる。いくつかの実施形態において、候補物品が第３のユーザによって支持さ
れた回数は、選択履歴情報内の選択カウント数に加算される。換言すると、候補物品の商
品情報が第３のユーザに送信された後、各第３のユーザは、候補商品の中から特定の商品
を別個に支持または推薦する。この支持または推薦は、複数の第３のユーザが候補商品に
投票を行う投票と類似しており、票数が支持情報として利用される。
【００４３】
　上述の例において、サーバは、選別記録および選択記録を記録するだけでなく、各候補
物品が候補物品として選択された時間、各候補物品が目的物品として選択された時間、ま
たは、それらの任意の組み合わせ、もしくは、各候補物品が第３のユーザによって推薦さ
れた時間も保存する。
【００４４】
　一例として図３を再び参照すると、サーバ３１０は、ユーザＡの要求を受信した後、各
候補物品Ｘ、Ｙ、Ｚ、および、Ｑの選択履歴情報を決定するために、要求の内容および候
補物品の特徴情報に基づいて、物品情報データベースへのテーブルルックアップまたはイ
ンデックス化アプローチを実行する。換言すると、情報推薦行動に関わるために候補物品
が選択された回数、ならびに、候補物品が選択された回数、購入された回数、または、そ
れらの組み合わせなどのデータが存在する。候補物品が選択された回数、購入された回数
、または、それらの組み合わせは、情報推薦行動に関わるために候補物品が選択された回
数の一部である。
【００４５】
　工程２３０では、サーバは、複数の候補物品の中からの候補物品の選択履歴情報または
選択履歴情報を参照することによって取得された支持情報の一部または全部を選び、選択
履歴情報または支持情報をクライアントに送信する。
【００４６】
　一例として、サーバは、履歴カウント数、すなわち、支援要求に関わるために各候補物
品が複数の候補物品から選択された過去の回数をルックアップし、目的商品選択に役立つ
ように候補物品が支援要求の過去の回数の中から選択された回数を取得する。いくつかの
実施形態では、支援要求は、第１のユーザが候補商品から選択する際に、第２のユーザま
たは第３のユーザが支援することを可能にする。サーバは、候補物品を選択した第１のユ
ーザが候補物品を確認して候補物品に関する信頼性の高いデータを得るように、履歴カウ
ント数および選択カウント数に基づいて各候補物品の支持率を計算し、支持情報として支
持率をクライアントに送信する。支持率は、１つの候補物品が選択された回数を選択総回
数Ｎで割った値に関連する。
【００４７】
　別の例において、選択履歴情報は、クライアントに直接送信される。次いで、クライア
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ントは、選択履歴情報の履歴カウント数および選択カウント数から支持率を計算する。
【００４８】
　例えば、候補物品Ｘが候補物品として選択された過去の回数に対応する履歴カウント数
が１０００であり、候補物品Ａが最終目的物品として選択された回数に対応する選択カウ
ント数が４００であるとする。したがって、候補物品Ａの支持率は４０％である。いくつ
かの実施形態において、サーバは、最大支持率の候補物品のみ、または、上位の支持率を
持つ１または複数の候補物品のみを返す。
【００４９】
　図３に戻ると、サーバは、第１のユーザＡによって選択された候補物品Ｘ、Ｙ、Ｚ、お
よび、Ｑの少なくとも１つに対する支持率を計算し、第１のユーザＡがデータを読めるよ
うに、かかるデータをクライアントに送信する。
【００５０】
　いくつかの実施形態において、サーバは、候補物品の特徴情報に基づいて、履歴支援要
求活動についてのそれらの候補物品に関する支持情報を決定する。したがって、サーバは
、ユーザが参考データに基づいて候補物品のビジネス情報の信頼度を確認することを可能
にする目的物品情報推薦を提示する。これは、商取引物品の信頼度を取得する際の適時性
および信頼性を改善し、ユーザが過剰に長い時間にわたって他のユーザからのフィードバ
ックを待つ時に起きる通信リソースの浪費を避ける。
【００５１】
　実際の応用例では、比較的長い期間にわたって連続的にインターネットウェブサイトに
留まる多数の商取引物品が存在するので、一部の情報はすでに古い場合がある。第１のユ
ーザは、最近の時間間隔からのみ候補物品に関する選択履歴情報を取得したい場合がある
。この場合、第１のユーザは、クライアント上で候補物品を選択した後に、さらに、時間
範囲を設定するか、または、サーバによって設定されたデフォルトの推奨時間範囲パラメ
ータを選択する。その後、クライアントは、その目的物品情報推薦要求を送信する。した
がって、目的物品情報推薦要求は、第１のユーザによって設定された推奨時間範囲パラメ
ータも含む。
【００５２】
　したがって、いくつかの実施形態において、サーバは、第１のユーザによって発行され
た目的物品情報推薦要求を受信する。次いで、サーバは、目的物品情報推薦要求から第１
のユーザによって設定された推奨時間範囲パラメータを読み出す。サーバは、推奨時間範
囲パラメータに対応する時間範囲を決定する。次に、サーバは、決定された時間範囲内の
複数の候補物品の選択履歴情報を決定する。
【００５３】
　いくつかの実施形態において、サーバは、候補物品が候補物品として選択された時間お
よび候補物品が最終目的物品として選択された時間を保存するので、物品情報データベー
ス内で、時間範囲パラメータに基づいて、推奨時間範囲パラメータに対応する時間範囲内
で複数の候補物品の選択履歴情報をルックアップする。次いで、サーバは、推奨時間範囲
パラメータに対応する時間範囲内で、選択履歴情報に基づいて、候補物品の支持情報（例
えば、支持率）を計算する。
【００５４】
　図３を一例として用いて、第１のユーザＡは、第１のユーザＡが選択したいくつかの候
補物品に関する過去一ヶ月の選択履歴情報を取得したいとする。したがって、目的物品情
報推薦要求を送信する前に、第１のユーザＡは、直近一ヶ月に関する時間範囲を選択する
。サーバは、第１のユーザＡの要求を受信した後、候補物品選択履歴情報が直近一ヶ月に
関する情報を含むように、候補物品の選択履歴情報を選別する。
【００５５】
　上述の実施例では、商取引物品情報推薦の正確さおよび適時性を増し、クエリ効率を上
げるために、データの冗長性を避けることが可能である。
【００５６】
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　いくつかの実施形態において、目的物品情報推薦要求は、大量のネットワークリソース
の消費を必要とするので、サーバは、いくつかの登録ユーザが連続して同様の要求を送信
した時にオーバーロードになる。いくつかの実施形態では、悪意のある要求を避け、サー
バ負荷を削減するために、要求を送信するユーザに制限が課せられる。図５は、目的物品
情報を推薦するための方法の別の実施形態を示すフローチャートである。いくつかの実施
形態において、方法５００は、複数の候補物品に関する選択履歴情報を決定する前に実行
され、以下の工程を備える。
【００５７】
　工程５１０では、サーバは、第１のユーザ情報に基づいて、ユーザデータベース内の第
１のユーザの評判ランクを決定する。
【００５８】
　いくつかの実施形態において、ユーザのランクは、第１のユーザ情報に従って決定され
、ユーザデータベースに記録される。第１のユーザ情報は、ユーザネットワーク行動情報
を含む。例えば、ユーザネットワーク行動情報は、ユーザ登録情報、ショッピング情報、
アクセス情報、または、それらの任意の組み合わせを含む。
【００５９】
　いくつかの実施形態において、第１のユーザ情報は、第１のユーザのＩＤ情報またはそ
の他の情報を含む。
【００６０】
　いくつかの実施形態において、評判ランクの決定は、ユーザのレビュー評価、ユーザが
ＶＩＰユーザ登録を有しているか否か、などに基づいてなされる。　　　例えば、ユーザ
は、肯定的なレビュー評価、賛否両論のレビュー評価、否定的なレビュー評価などを有す
る。サーバは、ユーザが商品推薦を行う資格があるか否かを決定するための規準を設定し
、リソースの浪費を削減するために実質的でない推薦を拒絶する。
【００６１】
　工程５２０では、サーバは、第１のユーザの評判ランクが、設定されたランク制限条件
に適合するか否かを判定する。
【００６２】
　いくつかの実施形態において、サーバは、目的物品情報推薦要求に応答できるユーザの
ランク閾値を設定する。例えば、図３を再び参照すると、目的物品情報推薦要求を送信す
るために到達すべき閾値が設定される。
【００６３】
　したがって、いくつかの実施形態において、候補物品の選択履歴情報を決定する前に、
サーバは、第１のユーザのランクが、設定されたランク制限条件を満たすか否かを評価す
るために、目的物品情報推薦要求内の情報を用いて第１のユーザに関するステータス情報
を取得する。例えば、サーバは、ユーザのランクがレベル２を超えるか否かを評価する。
したがって、サーバは、過剰な負荷を削減すると共に、提供された選択履歴情報の信頼度
を保証する。
【００６４】
　次に、今回目的物品情報推薦要求を送信したユーザが、設定されたランク制限条件に適
合する場合、サーバは、第１のユーザの要求に基づいて選択履歴情報を決定する。今回目
的物品情報推薦要求を送信したユーザが、設定されたランク制限条件に適合しない場合、
サーバは、選択履歴情報クエリを拒否または停止する。次に、サーバは、第１のユーザに
よって選択された候補物品の選択履歴情報を物品情報データベースにクエリして、物品支
持率を計算する。
【００６５】
　工程５３０では、第１のユーザの評判ランクが、設定されたランク制限条件に適合する
場合に、サーバは、第１のユーザの複数の候補物品に関する選択履歴情報を決定する。
【００６６】
　例えば、再び図３を参照すると、第１のユーザＡは、レベル２を超えるランクを持つユ
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ーザである。サーバは、第１のユーザＡがサーバの設定したランク制限条件を満たすと評
価する。次に、サーバは、物品支持率を計算するために、第１のユーザＡによって選択さ
れた候補物品の選択履歴情報を物品情報データベースにクエリし始める。ユーザＭが目的
物品情報推薦要求を送信し、ユーザＭのランクがレベル１である場合、要求は、サーバに
よって設定されたランク制限条件を満たさない。サーバは、ユーザＭの要求を拒否するか
、または、目的物品情報推薦要求を送信するためのオプションを提供しない。
【００６７】
　上記の実施例を用いることにより、サーバは、さらに負荷を削減し、提供されるデータ
の信頼性を保証し、選択履歴情報に対する悪意のある要求の影響を避ける。
【００６８】
　別の実施形態において、サーバによって受信された目的物品情報推薦要求は、候補物品
属性情報を含んでおり、複数の候補物品に関する選択履歴情報を決定する前に、サーバは
、複数の候補物品の属性が事前設定された属性基準に属するか否かを判定する。属性基準
の例は、カテゴリ、商品タイプ、ブランド、価格、および、その他のかかる情報を含む。
【００６９】
　複数の候補物品の属性が事前設定された属性基準に属する場合、サーバは、対応する選
択履歴情報クエリを実行する。逆に、複数の候補物品の属性が事前設定された属性基準に
属さない場合、サーバは、同じ属性を有する１または複数の候補商品に関する選択履歴情
報だけをクエリする。
【００７０】
　一例として、サーバは、第１のユーザによって選択された候補物品の属性を検出する。
通例、第１のユーザが選択した物品の属性は同じである。例えば、第１のユーザが選択し
たい目的物品が１足の靴であると仮定する。その場合、属性が靴である商品のみが参考の
価値を有する。したがって、サーバは、選択された複数の候補物品が同じ属性を有し、同
じカテゴリに属するか否かを評価する。このように、サーバによって提供された選択履歴
情報が妥当である可能性を高め、異なる属性を有する商品間の比較の結果としてデータ参
考価値が低くなることを避けることができる。いくつかの実施形態において、支持情報に
基づいて、低い参照価値を回避することは、候補物品が、例えば、比較することが好まし
くない衣類および靴とは異なり、比較可能であるということを意味する。
【００７１】
　例に戻ると、第１のユーザＡが選択したいものがショルダーバッグであるので、ショル
ダーバッグである商品に関する比較データのみに意味がある。第１のユーザＡによる間違
いのために、靴も候補物品に加えられる場合がある。この時点で、サーバは、候補物品特
徴情報（例えば、目的物品ビジネス推薦要求に含まれる商品カテゴリおよびＩＤ）に基づ
いて、候補物品である商品が同じ属性を有するか否かを評価する。
【００７２】
　図６Ａは、目的物品情報を推薦するための方法のさらに別の実施形態を示すフローチャ
ートである。いくつかの実施形態において、方法６００は、複数の候補物品に関する選択
履歴情報をサーバが決定する前に実行され、以下の工程を備える：
【００７３】
　工程６１０では、サーバは、候補物品情報に基づいて候補物品属性情報を決定する。
【００７４】
　一例として、サーバは、候補物品情報に基づいて物品情報データベース内で、候補物品
属性（カテゴリ、商品タイプ、ブランド、価格、および、その他のかかる情報など）をル
ックアップする。
【００７５】
　工程６２０では、サーバは、複数の候補物品の属性情報（例えば、カテゴリ情報）に基
づいて、複数の候補物品に含まれており部分的にまたは完全に同じ属性を有する候補物品
をグループ化する。
【００７６】
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　第１のユーザは、様々な方法で候補物品を選択する。例えば、第１のユーザは、第１の
ユーザの閲覧履歴に目を通して、複数回に分けて多くの候補物品を選択する。したがって
、いくつかの実施形態において、候補物品は、異なる属性を有する（例えば、異なるカテ
ゴリに属する）。図３に戻ると、第１のユーザＡが、５０個の候補物品を選択するとする
。これらの５０個の候補物品は、靴、パンツ、および、帽子を含むカテゴリ内にある。選
択された候補物品が分けられなければ、ユーザが取得する選択履歴情報および支持情報に
は、参考価値がなくなる。したがって、候補物品は、同じカテゴリを有する候補物品のグ
ループに分類される。
【００７７】
　複数の候補物品に関する選択履歴情報を決定した後、サーバは、各グループ内の候補物
品に関する支持情報をグループに従って送り返す。
【００７８】
　例えば、複数の候補物品をグループに分類した後に、靴に対応するカテゴリが８個の候
補物品を含み、パンツに対応するカテゴリが１０個の候補物品を含むとする。したがって
、靴カテゴリのグループについて、サーバは、上位の支持率を有する１または２個の候補
物品の支持率を送り返す。パンツカテゴリのグループについて、サーバは、上位の支持率
を有する１または２個の候補物品の支持率を送り返す。いくつかの実施形態において、サ
ーバは、１または２個の候補物品を送り返し、第１のユーザは、最終的に所望の候補物品
を選択する。いくつかの実施形態において、サーバは、３個の候補物品を送り返し、第１
のユーザは、最終的に所望の候補物品を選択する。
【００７９】
　さらに、いくつかの実施形態では、第１のユーザによって選択された複数の候補物品が
同じカテゴリに属するが、候補物品の内の２個の物品が同じカテゴリに属する場合に、そ
れらの２つの物品の間に比較的大きい相違点が存在する。例えば、一流ブランドの靴およ
び三流ブランドの靴は、同じカテゴリに属するが、非常に異なっている。図６Ｂは、目的
物品情報を推薦するための方法のさらに別の実施形態を示すフローチャートである。いく
つかの実施形態において、方法６５０は、複数の候補物品の中で同じ属性を有する候補物
品をグループ化した後に実行され、以下の工程を備える：
【００８０】
　いくつかの実施形態において、方法６５０の最初の２つの工程は、図６Ａの工程６１０
および６２０に対応しているため、簡単のために詳述しない。
【００８１】
　工程６３０では、サーバは、各グループ内の複数の候補物品の類似度を決定する。
【００８２】
　一例として、サーバは、候補物品の属性情報に基づいて複数の候補物品をグループに分
けた後、ブランドおよび価格などの属性情報を用いて、同じ属性を有する候補物品の類似
度を計算する。例えば、一流ブランドの靴は非常に類似している。いくつかの実施形態に
おいて、類似度は、属性基準に基づいて計算される。候補物品の属性基準の間の差が類似
している（例えば、物品が、同じブランドであるか、または、類似した価格を有する）場
合、それらの候補物品は、類似すると見なされる。そうでない場合、候補物品は、相違す
ると見なされる。いくつかの実施形態において、候補物品の属性基準の間の差が所定の閾
値未満である場合、候補物品の属性基準は類似する。
【００８３】
　工程６４０では、サーバは、各グループ内の候補物品の類似度に基づいて、候補物品の
グループを分割する。
【００８４】
　一例として、サーバは、同じ属性を有し、かつ、候補物品の類似度に基づいて非常に類
似する候補物品の下位グループ分けを実行する。例えば、靴に対応するカテゴリにおいて
、サーバは、一流ブランドの靴を１つの下位ループに、二流ブランドの靴を別の下位グル
ープに分ける。
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【００８５】
　サーバは、複数の候補物品に関する選択履歴情報を決定した後、下位グループ分けに基
づいた各下位グループ内の候補物品に関する支持情報をクライアントに返す。
【００８６】
　一例として、下位グループ分けの後、サーバは、各グループ内の候補物品から、支持率
が上位の１または複数の候補物品を送り返す。
【００８７】
　サーバによって提供された選択履歴情報が妥当である可能性を高め、異なる属性を有す
る商品間の比較の結果としてデータ参照価値が低くなることを避けることができるため、
ユーザの選択および確認を容易にする。
【００８８】
　いくつかの実施形態において、サーバによって受信された目的物品情報推薦要求は、候
補物品リンクアドレスを含む。リンクアドレスの一例は、ＵＲＬを含む。したがって、候
補物品に関する選択履歴情報を決定する前に、サーバは、さらに、複数の候補物品の中の
任意の候補物品のリンクアドレスが有効か否かを判定する。
【００８９】
　一例として、第１のユーザによって選択された候補物品は、閲覧ログから選択された場
合がある。したがって、いくつかの実施形態において、候補物品のリンクアドレスは、無
効な条件を含む。例えば、無効な条件は、商品の販売が停止された、または、在庫がない
可能性があるという条件を含む。したがって、サーバは、候補物品のリンクアドレスを監
視して、リンクアドレスが有効であるか否かを判定する。リンクアドレスが無効であった
場合、サーバは、リンクアドレスの無効に関する情報をクライアントに報告する。無効で
あるリンクアドレスの一例は、ＵＲＬエラーである。サーバは、有効なリンクアドレスを
持つ候補物品に関する選択履歴情報だけを決定する。したがって、無効なリンクを持つ候
補物品に関する選択履歴情報は、第１のユーザにとってあまり参考の価値を持たない。
【００９０】
　図３に戻ると、例えば、ユーザＡは、候補物品を追加する時に、ページ、アドレスリン
ク、または、閲覧ログを通して候補物品を追加する。別の例において、ユーザＡは、ブッ
クマークフォルダまたは何らかの他の方法で、候補物品を追加する。いくつかの実施形態
では、要求が送信される時に、候補物品はすでに入手できない状態にある。したがって、
サーバは、この情報を検証する。サーバは、棚から除去された商品すなわちもはや販売さ
れていない商品については選択履歴情報を提供せず、情報推薦処理を中止する。
【００９１】
　したがって、上記のアプローチは、商取引物品の信頼性評価の精度を高める。
【００９２】
　いくつかの実施形態において、サーバによって受信された目的物品情報推薦要求は、複
数の候補物品に関する情報（例えば、識別子（ＩＤ））を含む。図７は、目的物品情報を
推薦するための方法のさらに別の実施形態を示すフローチャートである。いくつかの実施
形態において、方法７００は、複数の候補物品に関する選択履歴情報を決定する前に実行
され、以下の工程を備える。
【００９３】
　工程７１０では、サーバは、候補物品情報に基づいて、候補物品に関する物品供給情報
を決定する。例えば、物品供給情報は、候補物品の写真、候補物品の販売者、候補物品の
商品説明、候補物品のＵＲＬ、または、それらの任意の組み合わせを含む。
【００９４】
　いくつかの実施形態において、物品供給に関連する情報は、評判基準に関する。一例と
して、第１のユーザが評判の高い販売者の商品だけに注目している場合、第１のユーザは
、クライアントページで任意の候補物品の物品供給基準（例えば、物品供給評判基準）を
選択する。例えば、高レベルの供給者によって供給される商品に関する選択履歴情報だけ
が注目される。したがって、第１のユーザによって送信された目的物品情報推薦要求は、
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第１のユーザによって選択および設定された評判基準を要求に添付している。サーバは、
目的物品情報推薦要求に含まれる候補物品のＩＤに基づいて、物品情報データベースで候
補物品の物品供給に関するランク情報をルックアップする。
【００９５】
　工程７２０では、サーバは、複数の候補物品の内の任意の物品の物品供給が、設定され
た基準を満たすか否かを判定する。
【００９６】
　一例として、サーバは、候補物品に関する物品供給の評判レベルを決定した後、第１の
ユーザによって設定された評判基準要件と評判レベルを比較する。候補物品の供給者が、
クライアントを通して第１のユーザによって設定された評判基準を満たさない場合、その
候補物品に関する選択履歴情報は削除される。いくつかの実施形態では、設定された評判
基準を満たす候補物品に関する選択履歴情報だけが提供される。
【００９７】
　例えば、商品の品質を保証するために、第１のユーザＡは、比較的評判の高い販売者に
よって供給される商品だけを選択したいと思うとする。したがって、第１のユーザＡは、
評判の高い販売者によって供給される商品に関する選択履歴情報にのみ注目する。したが
って、目的物品推薦要求を送信する前に、第１のユーザＡは、ウェブページ上で販売者評
判基準範囲の設定を選択する。例えば、設定がロイヤルクラスの販売者であった場合、サ
ーバは、第１のユーザＡから要求を受信した後、自動選別を行い、販売者としての評判が
ロイヤルレベルに達していない店によって供給される商品に関する選択履歴情報をカウン
トしない。いくつかの実施形態において、ロイヤルクラスまたはロイヤルレベルは、販売
者の評判の最高レベルである。
【００９８】
　上記の方法に基づいて、クエリ側ユーザにとって興味のない情報を避けることが可能で
ある。上記の方法は、さらに、クエリ効率を高め、通信リソースを節約する。
【００９９】
　上述のいくつかの動作実施例は、任意の順序および任意の組み合わせで選択および実行
されてよい。上述の順序は、単に、説明を円滑にするためのものであり、本願の限定と解
釈すべきではない。
【０１００】
　上記の実施形態を通して、サーバは、第１のユーザが候補物品の信頼性を確認する際の
参考のために、および、候補物品からの目的物品の選択のために、候補物品に関する選択
履歴情報を取得する。したがって、サーバは、第１のユーザが、複数の候補物品に関する
選択履歴情報に基づいて複数の候補物品から選択した目的物品を取得および記録して、こ
れらの候補物品に関する選択履歴情報を更新し、これらの候補物品に関する選択履歴情報
を次の第１のユーザの参考のために提供する。
【０１０１】
　図８は、目的物品情報を推薦するための方法のさらに別の実施形態を示すフローチャー
トである。いくつかの実施形態において、方法８００は、図１のサーバ１１０によって実
施され、以下の工程を含む。
【０１０２】
　工程８１０では、サーバは、第４のユーザに問い合わせる。第４のユーザには、候補物
品との関係がある。第４のユーザは、候補物品の内の少なくとも１つを最終目的物品にす
る。
【０１０３】
　一例として、サーバは、物品情報データベースから、特定の候補物品を購入または利用
したユーザを第４のユーザとして決定する。
【０１０４】
　工程８２０では、サーバは、第４のユーザに依頼情報を送信する。依頼情報は、第１の
ユーザの候補物品に関する目的物品情報推薦を実行することを第４のユーザに依頼するた
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めの情報である。
【０１０５】
　一例として、サーバは、第４のユーザが利用した候補物品を評価、投票、または、格付
けすることを第４のユーザに依頼する依頼メッセージを、ルックアップした１または複数
の第４のユーザに送信する。
【０１０６】
　工程８３０では、サーバは、第１のユーザの候補物品に関する第４のユーザの推薦情報
を記録し、候補物品に関する第４のユーザの推薦情報を候補物品の支持情報とする。
【０１０７】
　一例として、サーバは、候補物品である商品に関する推薦情報（格付けなど）を候補物
品に関する支持情報と見なし、ユーザの参考のために推薦情報をクライアントに送信する
。
【０１０８】
　いくつかの実施形態において、サーバは、第１のユーザの参考のために第１のユーザに
候補物品に関する履歴支持情報を送り返すだけでなく、候補物品を利用または購入したユ
ーザからの候補物品の評価情報および利用情報も、ユーザの参考のためにクライアントに
送信する。
【０１０９】
　図９は、目的物品情報を推薦するための方法のさらに別の実施形態を示すフローチャー
トである。いくつかの実施形態において、方法９００は、図１のクライアント１２０によ
って実施され、以下の工程を備える。
【０１１０】
　工程９１０では、クライアントは、第１のユーザによって選択された複数の候補物品に
関する情報を受信する。
【０１１１】
　例として、クライアントは、スマートフォン、タブレットコンピュータ、パーソナルコ
ンピュータなどを含む。第１のユーザは、クライアントを介してインターネットウェブサ
イトを訪問し、ウェブサイトの対応するウェブページに表示された商取引物品を閲覧し、
商取引物品を選択して、最終目的物品を決定する。例えば、ウェブサイトの対応するウェ
ブページに表示された商品は、商取引物品（例えば、物理的な商品、仮想的な商品、有益
な情報など）である。最終目的物品は、対応するウェブページ上で商取引物品を閲覧して
商取引物品を選択することによって確定される。第１のユーザは、クライアント上のウェ
ブページに表示された商取引物品に基づいて、複数の商取引物品を候補物品として選択す
る。
【０１１２】
　第１のユーザが候補物品を選択する方法は、ブックマークフォルダ内のブックマーク記
録を用いて候補物品を追加する方法、閲覧履歴記録内の閲覧ログを用いて候補物品を追加
する方法、候補物品リンクアドレスを入力することによって候補物品を追加する方法など
を含む。
【０１１３】
　図３を再び参照すると、サーバ３１０は、オンラインショッピングを提供する電子商取
引プラットフォーム（ＴａｏｂａｏまたはＴｍａｌｌなど）である。ユーザは、クライア
ント３３０を介してビジネスプラットフォームサーバ３１０にアクセスし、ビジネスプラ
ットフォームサーバ３１０で表示された商品からユーザが購入したい商品を選択する。
【０１１４】
　第１のユーザであるユーザＡは、図４に示すように、クライアント３３０のウェブペー
ジを通して電子商取引プラットフォームにログオンした後、商業プラットフォームのサー
バ３１０によって提供された複数の商品から選択を行う。第１のユーザＡは、同じ商品カ
テゴリ内の複数の候補物品を決定すると、商品として複数の候補物品の内の１または複数
を最終的に購入する商品として選択し、注文を出す。複数の候補物品が第１のユーザＡの
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目の前にあるので、第１のユーザＡは、多くの選択肢に直面する。したがって、第１のユ
ーザＡは、サーバ３１０が候補物品である商品に関する情報推薦を提供することを望む。
【０１１５】
　例えば、商業プラットフォームのサーバ３１０は、多くのユーザから推薦を募るアプリ
ケーションを提供する。第１のユーザＡは、Ｔａｏｂａｏを閲覧した後、ショルダーバッ
グを購入したいと思う。サーバ３１０を閲覧した後、第１のユーザＡは、６または７個の
候補商品を選択するが、候補商品の内のいくつかの間での選択が非常に難しいことに気づ
く。まず、ユーザは、情報推薦の追加を必要とする商品を選択する。なお、これらの商品
は候補物品である。情報推薦される商品を選択する時、第１のユーザＡは、ブラウザの記
録から閲覧済みの商品を選択する、ブックマークフォルダからブックマーク済みの商品を
選択する、ショッピング記録から商品を選択する、プロンプトフィールドに商品リンクを
直接入力する、または、それらの任意の組み合わせで選択する。いくつかの実施形態にお
いて、ユーザは、情報推薦の追加を有する商品を選択する。
【０１１６】
　例えば、図４に戻ると、４つの商品Ｘ、Ｙ、Ｚ、および、Ｑが存在する。第１のユーザ
Ａは、複数のユーザが４つの商品Ｘ、Ｙ、Ｚ、および、Ｑに関する情報推薦を与えるよう
にビジネスプラットフォームのサーバ３１０が依頼することを望む。
【０１１７】
　図９を再び参照すると、工程９２０では、クライアントは、受信した情報に基づいて目
的物品情報推薦要求を生成する。要求は、第１のユーザによって選択された複数の候補物
品に関する情報を含む。
【０１１８】
　一例として、第１のユーザがクライアント上で複数の候補物品を選択した後、クライア
ントは、選択された情報に基づいて目的物品情報推薦要求を生成する。いくつかの実施形
態において、目的物品情報推薦要求は、第１のユーザによって選択された候補物品に関す
る特徴情報を含む。特徴情報の例は、以下の内の１または複数を含む。候補物品が属する
カテゴリ、候補物品の名称、番号、ＩＤ、リンクアドレスＵＲＬ、および、その他の情報
。
【０１１９】
　例えば、第１のユーザＡは、クライアント３３０のブラウザインターフェースを介して
候補物品Ｘ、Ｙ、Ｚ、および、Ｑを選択した後、クライアント３３０上のインターフェー
スコントロールをクリックして、クライアントが目的物品情報推薦要求を生成するようト
リガする。生成された目的物品情報推薦要求は、候補物品Ｘ、Ｙ、Ｚ、および、Ｑに関す
る情報を含む。
【０１２０】
　工程９３０では、クライアントは、目的物品情報推薦要求をサーバに送信する。
【０１２１】
　一例として、クライアントは、第１のユーザによって選択された候補物品のための目的
物品情報推薦要求を生成した後、インターネットまたはネットワーク３２０を介して目的
物品情報推薦要求をサーバに送信する。サーバは、候補物品の選択履歴情報フィードバッ
クを提供する。
【０１２２】
　工程９４０では、クライアントは、サーバによって送信された候補物品の選択履歴情報
および／または支持情報の一部または全部を受信する。いくつかの実施形態において、選
択履歴情報は、履歴カウント数（すなわち、複数の候補物品の中の各候補物品が第２のユ
ーザによって選択されて、目的物品情報推薦要求がサーバに送信された過去の回数）と、
選択カウント数（すなわち、目的物品情報推薦要求（これらの数が履歴カウントである）
の中の候補物品が第２のユーザによって目的物品として選択された回数）とを含む。支持
情報は、履歴カウント数および選択カウント数を参照する支持情報であり、候補物品の中
の少なくとも１つの候補物品について取得される。
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【０１２３】
　いくつかの実施形態において、第１のユーザは、候補物品についての履歴カウント数、
選択カウント数、支持情報、または、それらの任意の組み合わせに基づいて選択を行う。
【０１２４】
　一例として、クライアントは、履歴カウント数および選択カウント数を受信すると、履
歴カウント数および選択カウント数から支持情報を計算する。したがって、サーバによっ
て送り返された候補物品の内の１または複数に関する支持情報が受信される。いくつかの
実施形態において、支持情報は、候補物品の履歴支持率と、候補物品に関する評価情報と
を含む。支持率は、上述したのと同じ方法で計算されるので、簡単のために計算について
は省略する。
【０１２５】
　図３を再び参照すると、サーバは、クライアントによって送信された目的物品情報推薦
要求を受信した後、履歴カウント数（すなわち、候補物品Ｘ、Ｙ、Ｚ、および、Ｑが候補
物品として選択された過去の回数）と、選択カウント数（すなわち、候補物品が最終的に
目的物品として選択された回数）とをルックアップし、各候補物品の支持率を取得する。
Ｘの支持率が３０％、Ｙの支持率が５０％、Ｚの支持率が１８％、Ｑの支持率が４０％で
あると仮定する。したがって、いくつかの実施形態において、サーバは、最も高い支持率
を有する候補物品Ｙの支持情報のみを送り返すことを選択し、第１のユーザにＹを推薦す
る。クライアントは、Ｙの支持情報だけを表示する。いくつかの実施形態において、サー
バは、支持率が上位２番目までの候補物品ＹおよびＱの支持率をクライアントに送り返す
。クライアントは、ＹおよびＱの支持率を表示し、それら両方をユーザＡに推薦する。
【０１２６】
　いくつかの実施形態において、支持率は、クライアントによって計算される。サーバは
、候補物品が候補物品として選択された過去の回数（履歴カウント数）および候補物品が
目的物品として選択された回数（選択カウント数）のみをクライアントに送り返す。クラ
イアントは、各候補物品の支持率を計算する。
【０１２７】
　方法９００は、ユーザが商品情報を確認することを可能にし、通信リソースを節約する
ことができる。
【０１２８】
　図１０は、目的物品情報を推薦するためのサーバの一実施形態を示す構造図である。い
くつかの実施形態において、サーバ１０００は、受信ユニット１０１０、決定ユニット１
０２０、および、送信ユニット１０３０を備える。
【０１２９】
　受信ユニット１０１０は、第１のユーザによって選択された複数の候補物品に関する情
報を含む目的物品情報推薦要求を受信する。
【０１３０】
　決定ユニット１０２０は、複数の候補物品に関する選択履歴情報を決定し、選択履歴情
報は、複数の候補物品の中の各候補物品が第２のユーザによって選択されて、目的物品情
報推薦要求がサーバに送信された過去の回数である履歴カウント数、および／または、目
的物品情報推薦要求（これらの数が履歴カウント数である）の中の候補物品が第２のユー
ザによって目的物品として選択された回数である選択カウント数を含む。
【０１３１】
　送信ユニット１０３０は、複数の候補物品選択履歴情報または選択履歴情報を参照する
ことによって取得された支持情報の一部または全部を選んで、選択履歴情報または支持情
報をクライアントに送信する。
【０１３２】
　一例として、第１のユーザは、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、スマートフォン、タ
ブレットコンピュータ、および、その他のクライアントなどで、様々なブラウザを通して
第１のユーザにとって入手可能な複数の候補物品を有する場合に、クライアントブラウザ
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またはアプリケーションインターフェースのコントロールをトリガすることによって、目
的物品情報推薦要求を送信する。受信ユニット１０１０は、目的物品情報推薦要求を受信
し、それと同時に、目的物品情報推薦要求内の複数の候補物品に関する特徴情報（カテゴ
リおよび名称など）を取得する。
【０１３３】
　決定ユニット１０２０は、目的物品情報推薦要求の内容および候補物品に関して取得さ
れた特徴情報に基づいて、物品情報データベース内で各候補物品に関する選択履歴情報を
ルックアップして決定する。換言すると、物品が候補物品として選択された過去の回数（
履歴カウント数）、物品が選択に役立つように選択された回数、上記の候補物品が最終目
的物品として選択された回数（選択カウント数）、および、その他のかかるデータである
。
【０１３４】
　決定ユニット１０２０が入手済みの候補物品に関する選択履歴情報を取得した後、送信
ユニット１０３０は、選択履歴情報または（選択履歴情報を参照して取得された）支持情
報をクライアントに送信する。取得された情報は、ユーザの参考のためにクライアントを
介して表示される。
【０１３５】
　図１１は、目的物品情報を推薦するためのクライアントの一実施形態を示す構造図であ
る。いくつかの実施形態において、クライアント１１００は、第１の受信ユニット１１１
０、生成ユニット１１２０、送信ユニット１１３０、および、第２の受信ユニット１１４
０を備える。
【０１３６】
　第１の受信ユニット１１１０は、複数の候補物品に関して第１のユーザによって選択さ
れた情報を受信する。
【０１３７】
　生成ユニット１１２０は、受信された情報に基づいて、第１のユーザによって選択され
た複数の候補物品に関する情報を含む目的物品情報推薦要求を生成する。
【０１３８】
　送信ユニット１１３０は、目的物品情報推薦要求に基づいて複数の候補物品に関する選
択履歴情報を決定し、目的物品情報推薦要求をサーバに送信する。なお、選択履歴情報は
、各候補物品が複数の候補物品から第２のユーザによって選択されて、目的物品情報推薦
要求がサーバに送信された過去の回数である履歴カウント数、および／または、候補物品
が過去の目的物品情報推薦要求（これらの数が履歴カウント数である）から第２のユーザ
によって目的物品として選択された回数である選択カウント数を含む。
【０１３９】
　第２の受信ユニット１１４０は、サーバによって送信された候補物品選択履歴情報また
は支持情報の一部または全部を受信する。なお、支持情報は、過去の回数および選択回数
を参照し、候補物品から得られた少なくとも１つの候補物品の支持情報である。
【０１４０】
　上述のユニットは、１または複数の汎用プロセッサ上で実行されるソフトウェアコンポ
ーネントとして、特定の機能を実行するよう設計されたプログラム可能論理デバイスおよ
び／または特定用途向け集積回路などのハードウェアとして、もしくは、それらの組み合
わせとして実装することができる。いくつかの実施形態において、ユニットは、コンピュ
ータデバイス（パーソナルコンピュータ、サーバ、ネットワーク装置など）に本発明の実
施形態に記載された方法を実行させるための複数の命令など、不揮発性記憶媒体（光学デ
ィスク、フラッシュ記憶装置、携帯用ハードディスクなど）に格納することができるソフ
トウェア製品の形態で具現化されてよい。ユニットは、単一のデバイス上に実装されても
よいし、複数のデバイスにわたって分散されてもよい。ユニットの機能は、互いに統合さ
れてもよいし、複数のサブユニットにさらに分割されてもよい。
【０１４１】
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　本明細書に開示の実施形態に照らして説明した方法またはアルゴリズム工程は、ハード
ウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール、または、両方の組み合
わせを用いて実施されうる。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）、メモリ、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的プログラム可能ＲＯＭ、電気的消
去可能プログラム可能ＲＯＭ、レジスタ、ハードドライブ、リムーバブルディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ、または、任意の他の形態の当業者に周知の記憶媒体内にインストールされてよ
い。
【０１４２】
　上述の実施形態は、理解しやすいようにいくぶん詳しく説明されているが、本発明は、
提供された詳細事項に限定されるものではない。本発明を実施する多くの代替方法が存在
する。開示された実施形態は、例示であり、限定を意図するものではない。
　適用例１：目的物品情報を推薦するための方法であって、
　第１のユーザによって選択された複数の候補物品に関する情報を含む目的物品情報推薦
要求を受信し、
　前記複数の候補物品に関する選択履歴情報を決定し、前記選択履歴情報は、各候補物品
が選択されて過去の目的物品情報推薦要求がサーバに送信された過去の回数に対応する履
歴カウント数、各候補物品が過去の目的物品情報推薦要求から第２のユーザによって目的
物品として選択された回数に対応する選択カウント数、または、それら両方を含み、
　前記候補物品の選択履歴情報の一部または全部をクライアントに送信すること、
を備える、方法。
　適用例２：適用例１に記載の方法は、さらに、
　前記選択履歴情報に少なくとも部分的に基づいて、前記複数の候補物品の中から前記候
補物品の選択履歴情報の少なくとも一部を選択し、
　前記選択履歴情報に少なくとも部分的に基づいて、前記候補物品の一部または全部の支
持情報を決定し、
　前記支持情報を前記クライアントに送信すること、
を備える、方法。
　適用例３：適用例１に記載の方法であって、前記選択履歴情報は、前記候補物品に関す
る前記第２のユーザによる評価情報を含む、方法。
　適用例４：適用例１に記載の方法であって、
　前記目的物品情報推薦要求は、推奨時間範囲パラメータを含み、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定することは、
　　前記推奨時間範囲パラメータに対応する時間範囲を決定し、
　　前記時間範囲内の前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定すること、
を備える、方法。
　適用例５：適用例１に記載の方法であって、前記目的物品情報推薦要求は、第１のユー
ザ情報を含み、
　前記方法は、さらに、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定する前に、
　前記第１のユーザ情報に基づいて、ユーザデータベース内で前記第１のユーザのランク
をルックアップし、
　前記第１のユーザの前記ランクが、設定されたランク制限条件を満たすか否かを評価し
、
　前記第１のユーザの前記ランクが、設定された前記ランク制限条件を満たす場合に、前
記第１のユーザの前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報の決定を実行すること、
を備える、方法。
　適用例６：適用例１に記載の方法であって、前記目的物品情報推薦要求は、前記複数の
候補物品に関する属性情報を含み、
　前記方法は、さらに、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定する前に、前記複数の候補物品の
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属性が、１セットの事前設定された属性基準に属するか否かを判定することを備え、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定することは、前記複数の候補物品
の内、前記１セットの事前設定された属性基準に属する前記候補物品に関する前記選択履
歴情報を決定することを含む、方法。
　適用例７：適用例１に記載の方法は、さらに、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定する前に、
　前記候補物品の情報に基づいて、前記複数の候補物品の属性情報を決定し、
　前記複数の候補物品に関する前記属性情報に基づいて、前記複数の候補物品の中で同じ
属性を有する候補物品をグループ化し、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定した後に、各グループの候補物品
に関する支持情報をグループ分けに従って送り返すこと、
を備える、方法。
　適用例８：適用例７に記載の方法は、さらに、
　前記複数の候補物品の中で同じ属性を有する候補物品をグループ化した後に、
　各グループ内の前記複数の候補物品の類似度を決定し、
　各グループ内の前記複数の候補物品の前記類似度に基づいて、各グループ内の前記複数
の候補物品を下位グループに分割し、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定した後に、前記下位グループの内
の各グループの候補物品に関する支持情報をクライアントに送り返すこと、
を備える、方法。
　適用例９：適用例７に記載の方法であって、前記支持情報は、前記候補物品の支持率で
あり、前記複数の候補物品の少なくとも１つに関する前記支持情報をクライアントに送信
すること、
　候補物品が所定の閾値よりも高い支持率を有するか否かを判定し、前記支持率は、前記
履歴カウント数および前記選択カウント数に基づき、
　前記所定の閾値よりも高い支持率を有する前記候補物品の内の１または複数に関する前
記支持情報をクライアントに送信すること、
を含む、方法。
　適用例１０：適用例１に記載の方法であって、
　前記目的物品情報推薦要求は、前記複数の候補物品のリンクアドレスを含み、
　前記方法は、さらに、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定する前に、候補物品のリンクアド
レスが有効であるか否かを判定することを備え、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定することは、有効なリンクアドレ
スを持つ候補物品に関する前記選択履歴情報を決定することを備える、方法。
　適用例１１：適用例１に記載の方法であって、前記目的物品情報推薦要求は、前記複数
の候補物品に関する情報を含み、
　前記方法は、さらに、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定する前に、
　前記候補物品の情報に基づいて、前記候補物品の物品供給に関する情報を決定し、
　前記候補物品の情報に基づいて、前記複数の候補物品の内の任意の候補物品の前記物品
供給が、事前設定された基準を満たすか否かを判定すること、
を備え、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報を決定することは、物品供給が設定され
た基準を満たす候補物品に関する前記選択履歴情報を決定することを備える、方法。
　適用例１２：適用例１に記載の方法は、さらに、
　前記複数の候補物品の少なくとも１つに関する前記支持情報をクライアントに送信した
後に、
　前記複数の候補物品に関する前記選択履歴情報に従って、前記複数の候補物品の中から
前記第１のユーザによって選択された前記目的物品を記録し、
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　前記第１のユーザによってこの時になされた選択を前記目的物品に関する選択履歴情報
の１つと見なすこと、
を備える、方法。
　適用例１３：適用例１に記載の方法は、さらに、
　前記第１のユーザによって送信された、前記第１のユーザによって選択された前記複数
の候補物品に関する前記情報を含む目的物品情報推薦要求を受信した後に、
　前記サーバの第３のユーザを決定し、
　前記第１のユーザの候補物品に関する目的物品情報推薦を行うことを前記第３のユーザ
に依頼するために、参加要求を前記第３のユーザに発行し、
　前記第１のユーザの前記候補物品に関する前記第３のユーザの推薦情報を記録し、
　前記候補物品に関する前記第３のユーザの前記推薦情報を前記候補物品に関する選択履
歴情報の１つと見なすこと、
を備える、方法。
　適用例１４：適用例１に記載の方法は、さらに、
　前記第１のユーザの前記候補物品に関する目的物品情報推薦を行うことを第４のユーザ
に依頼するために、依頼情報を前記第４のユーザに送信し、
　前記第１のユーザの前記候補物品に関する前記第４のユーザの推薦情報を記録し、
　前記候補物品に関する前記第４のユーザの前記推薦情報を前記候補物品の支持情報と見
なすこと、
を備える、方法。
　適用例１５：適用例１４に記載の方法であって、前記第４のユーザは、前記候補物品に
関係のあるユーザであり、前記複数の候補物品の少なくとも１つを前記目的物品として選
択したユーザである、方法。
　適用例１６：目的物品情報を推薦するための方法であって、
　第１のユーザによって選択された複数の候補物品に関する情報を受信し、
　選択された情報に基づいて、前記第１のユーザによって選択された前記複数の候補物品
に関する情報を含む目的物品情報推薦要求を生成し、
　前記目的物品推薦要求に基づいて前記複数の候補物品に関する選択履歴情報を決定する
よう構成されたサーバに前記目的物品情報推薦要求を送信し、前記選択履歴情報は、各候
補物品が選択されて目的物品情報推薦要求がサーバに送信された過去の回数に対応する履
歴カウント数、各候補物品が過去の目的物品情報推薦要求から第２のユーザによって目的
物品として選択された回数に対応する選択カウント数、または、それら両方を含み、
　前記サーバによって送信された前記候補物品の選択履歴情報または前記過去の回数およ
び前記選択回数を参照し、前記候補物品の中の少なくとも１つの候補物品のために得られ
た支持情報の少なくとも一部を受信すること、
を備える、方法。
　適用例１７：適用例１６に記載の方法であって、
　前記第１のユーザによって選択された前記複数の候補物品に関する前記情報を受信する
ことは、
　ブックマークフォルダまたは閲覧履歴記録を通して前記第１のユーザによって選択され
た候補物品を受信することを含み、前記受信された情報は、前記候補物品の情報を含み、
　前記目的物品情報推薦要求は、前記第１のユーザによって選択された前記複数の候補物
品に関する情報を含む、方法。
　適用例１８：適用例１６に記載の方法であって、
　前記複数の候補物品に関して前記第１のユーザによって選択された情報を受信すること
は、リンクアドレスを通して前記第１のユーザによって選択された候補物品を受信するこ
とを含み、前記受信された情報は、前記候補物品に関する前記リンクアドレスを含み、
　前記目的物品情報推薦要求は、前記第１のユーザによって選択された前記複数の候補物
品の前記リンクアドレスを含む、方法。
　適用例１９：適用例１６に記載の方法であって、前記支持情報は、前記過去の回数およ
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び前記選択回数を参照して前記候補物品から得られた少なくとも１つの候補物品の支持情
報である、方法。
　適用例２０：目的物品情報を推薦するためのサーバであって、
　少なくとも１つのプロセッサであって、
　　第１のユーザによって選択された複数の候補物品に関する情報を含む目的物品情報推
薦要求を受信し、
　　前記複数の候補物品に関する選択履歴情報を決定し、前記選択履歴情報は、各候補物
品が選択されて過去の目的物品情報推薦要求がサーバに送信された過去の回数に対応する
履歴カウント数、各候補物品が過去の目的物品情報推薦要求から第２のユーザによって目
的物品として選択された回数に対応する選択カウント数、または、それら両方を含み、
　　前記候補物品の選択履歴情報の一部または全部をクライアントに送信する、
ように構成されている、少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに接続され、前記少なくとも１つのプロセッサに命令
を提供するように構成されているメモリと、
を備える、サーバ。
　適用例２１：目的物品情報を推薦するためのクライアントであって、
　少なくとも１つのプロセッサであって、
　　第１のユーザによって選択された複数の候補物品に関する情報を受信し、
　　選択された情報に基づいて、前記第１のユーザによって選択された前記複数の候補物
品に関する情報を含む目的物品情報推薦要求を生成し、
　　サーバが前記目的物品推薦要求に基づいて前記複数の候補物品に関する選択履歴情報
を決定するように、前記目的物品情報推薦要求を前記サーバに送信し、前記選択履歴情報
は、各候補物品が選択されて過去の目的物品情報推薦要求がサーバに送信された過去の回
数に対応する履歴カウント数、各候補物品が過去の目的物品情報推薦要求から第２のユー
ザによって目的物品として選択された回数に対応する選択カウント数、または、それら両
方を含み、
　　前記サーバによって送信された前記候補物品の選択履歴情報の一部または全部を受信
し、前記支持情報は、前記過去の回数および前記選択回数を参照し、前記候補物品の中の
少なくとも１つの候補物品のために得られた支持情報である、
ように構成されている、少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに接続され、前記少なくとも１つのプロセッサに命令
を提供するように構成されているメモリと、
を備える、クライアント。
　適用例２２：目的物品情報を推薦するためのコンピュータプログラム製品であって、有
形で持続性のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体内に具現化され、
　第１のユーザによって選択された複数の候補物品に関する情報を含む目的物品情報推薦
要求を受信するためのコンピュータ命令と、
　前記複数の候補物品に関する選択履歴情報を決定するためのコンピュータ命令と、前記
選択履歴情報は、各候補物品が選択されて過去の目的物品情報推薦要求がサーバに送信さ
れた過去の回数に対応する履歴カウント数、各候補物品が過去の目的物品情報推薦要求か
ら第２のユーザによって目的物品として選択された回数に対応する選択カウント数、また
は、それら両方を含み、
　前記候補物品の履歴選択情報の一部または全部をクライアントに送信するためのコンピ
ュータ命令と、
を備える、コンピュータプログラム製品。
　適用例２３：目的物品情報を推薦するためのコンピュータプログラム製品であって、有
形で持続性のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体内に具現化され、
　第１のユーザによって選択された複数の候補物品に関する情報を受信するためのコンピ
ュータ命令と、
　選択された情報に基づいて、前記第１のユーザによって選択された前記複数の候補物品
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に関する情報を含む目的物品情報推薦要求を生成するためのコンピュータ命令と、
　サーバが前記目的物品推薦要求に基づいて前記複数の候補物品に関する選択履歴情報を
決定するように、前記目的物品情報推薦要求を前記サーバに送信するためのコンピュータ
命令と、前記選択履歴情報は、各候補物品が選択されて過去の目的物品情報推薦要求がサ
ーバに送信された過去の回数に対応する履歴カウント数、各候補物品が過去の目的物品情
報推薦要求から第２のユーザによって目的物品として選択された回数に対応する選択カウ
ント数、または、それら両方を含み、
　前記サーバによって送信された前記候補物品の選択履歴情報の一部または全部を受信す
るためのコンピュータ命令とを備え、前記支持情報は、前記過去の回数および前記選択回
数を参照し、前記候補物品の中の少なくとも１つの候補物品のために得られた支持情報で
ある、
コンピュータプログラム製品。

【図１】 【図２】
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